
エフイズムネット 

（Famitsu Intelligence Strategic Marketing Net） 

会員規約      

                                    Ver.3.2 

第１条（本規約の適用） 

  この規約（以下「本規約」といいます）は、株式会社 KADOKAWA Game Linkage（以下

「KADOKAWA Game Linkage」といいます）が提供する本規約第２条記載の情報提供サービ

ス（以下「本件サービス」といいます）を、同条に定める会員が利用する場合の一切に

適用されるものとします。 

 

第２条（定 義） 

  本規約において使用する次の用語は、以下の内容を有するものとします。 

 ① 「本件サービス」とは、KADOKAWA Game Linkageが主催・運営するマーケティングサ

イト「Famitsu Intelligence Strategic Marketing Net」（以下「本件サイト」といい

ます）を通じて会員に提供する本規約第５条記載のサービスをいいます。 

 ② 「会員」とは、KADOKAWA Game Linkage 所定の入会手続きに従って、本規約を承認の

上、本件サービスの申し込みをなし、KADOKAWA Game Linkageより承認を得た個人及び

法人をいいます。 

 

第３条（入会手続） 

  本件サービスの提供を受けようとする者（以下「入会希望者」といいます）は、KADOKAWA 

Game Linkage 所定の入会申込書に必要事項を記入のうえ、当社が本件サービスの管理を

委託する当社グループの株式会社 KADOKAWA（以下「KADOKAWA」といいます）に提出する

ことによって申込むものとします。KADOKAWA Game Linkageが当該申込みを承認した場合

には、入会希望者にその旨連絡するものとし、KADOKAWA Game Linkageの当該承認により、

入会希望者は本件サービスの会員となるものとします。 

２ 会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合には、KADOKAWA Game Linkage所定

の方法により KADOKAWA に対して速やかに変更の届出をしなければなりません。 

 

第４条（ユーザーＩＤの交付） 

  KADOKAWA Game Linkageは会員に対し、本契約第３条第１項記載の入会後、速やかにユ

ーザーＩＤ（以下「本件ＩＤ」といいます）を KADOKAWA Game Linkage 所定の方法によ

り交付するものとします。 

２ 会員は、本件ＩＤを善良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとし、会員以

外の第三者に開示・漏洩し、若しくは当該第三者をして使用させてはならないものとし



ます。 

３ KADOKAWA Game Linkageは、本件ＩＤの喪失、漏洩、会員及び／又は第三者による不正

使用、その他の事由により会員に生じた損害については何等の責任も負わないものとし

ます。万一、当該事由により KADOKAWA Game Linkageに損害が生じた場合には、KADOKAWA 

Game Linkageは会員に対し、当該損害を全額賠償請求することが出来るものとします。 

 

第５条（本件サービス） 

  会員は、KADOKAWA Game Linkageが著作・編集・制作するゲームソフトウェア関連情報

（以下「本件情報」といいます）を、本件サイトの閲覧等を通じて取得することが出来

るものとします。 

２ KADOKAWA Game Linkageは、本件情報を原則として１週間に１回更新するものとし、会

員に対して常に最新の情報を提供するよう最善の努力を尽くすものとします。 

３ 会員は、本規約第４条の本件ＩＤを使用して本件サイトにアクセスすることにより、

常時、本件サービスを利用することが出来ます。 

４ 会員は、本件サービスの提供が円滑になされるよう通信設備等の維持・管理を自己の

責任と負担（通信費及びプロバイダーの接続料等の負担を含む）にて行なうものとしま

す。 

 

第６条（オプションサービス） 

  会員は、前条に記載する本件サービスのほか、別途 KADOKAWA Game Linkage 所定の方

法により申込みをした場合には、オプションサービス（以下「オプションサービス」と

いいます）を受けることが出来るものとします。 

２ 前項のオプションサービスの提供条件（オプションサービスのサービス料の支払いに

関するものを含む）については、別途 KADOKAWA Game Linkage と会員間で取り決めるも

のとします。 

 

第７条（サービス料） 

  会員は KADOKAWA Game Linkage に対し、別途入会申込書に記載するところにより、本

件サービスの対価（本規約第６条のオプションサービスに関するサービス料を除く、以

下「サービス料」といいます）を支払うものとします。 

２ 当社は、サービス料の請求、受領その他これらに付随する事務業務を KADOKAWA に委

託します。 

３ KADOKAWA Game Linkage 及び KADOKAWA は、本規約第１３条及び同第１５条第４項の場

合を除き、理由の如何を問わず、サービス料の減額・返還はしないものとします。 

 

 



第８条（権利帰属） 

  会員は、「本件情報」が KADOKAWA Game Linkageの著作・編集・制作にかかる独自の著

作物であること、並びに当該情報に関する著作権その他の知的財産権は全て KADOKAWA 

Game Linkage に帰属することを確認し、その著作物性及び権利帰属について争わないも

のとします。 

 

第９条（会員の義務） 

  会員は、本規約に定める一切の義務を誠実に履行するものとします。 

２ 会員は、「本件情報」を自己の営業（新規事業の企画、市場動向の調査等）の為にのみ

使用するものとし、他の目的に使用しないものとします。また、会員は、KADOKAWA Game 

Linkage の事前の書面による承諾を得ることなく、「本件情報」を第三者に開示・漏洩し

ないものとします。 

３ 前項の為に使用する場合であっても、会員は、「本件情報」の全部又は一部を問わず、

改変、翻訳、翻案、改竄、販売、頒布、公衆送信（自動公衆送信可能化を含む）等し、

若しくは有償・無償を問わず第三者に譲渡・提供・開示することは出来ないものとしま

す。 

４ 会員は、本件サービスの利用にあたり、次の行為を行なってはならないものとします。 

 ① KADOKAWA Game Linkageの名誉・信用を毀損する行為 

 ② 本件サービスのシステムに損害を与え、またはその運営を妨げる行為 

 ③ 有償であると無償であるとを問わず、本件サービスと類似する情報提供・配信行為 

 ④ 法令・法律に違反し、または違反する恐れのある行為 

５ 会員は、本規約から生じる権利及び本規約上の地位を第三者に譲渡・承継させ、若し

くは担保に供してはならないものとします。 

６ 会員が本条の義務に違反したことにより、KADOKAWA Game Linkageに損害が生じた場合、

当該会員は KADOKAWA Game Linkageに対し、その損害を全額賠償するものとします。 

 

第１０条（秘密保持） 

  会員は、「本件情報」及び本件サービスの利用に際して知り得た KADOKAWA Game Linkage

の営業上、技術上及びその他の機密情報を、本規約第９条第２項の目的以外に使用し、

あるいは事前に KADOKAWA Game Linkageの書面による承諾を得ることなく第三者に開示・

漏洩等しないものとします。但し、以下の情報については、この限りではありません。 

① 知得した時点で既に公知の情報、または知得後に会員の責めによらずして公知となっ

た情報 

② 知得時点で既に会員が保有している情報 

③ 会員が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報 

④ 法律、規則、政府ないしは裁判所の命令により開示を義務づけられた情報 



２ 会員は、理由の如何を問わず、本件サービス終了後においても、本条第１項の義務を

負うものとします。 

 

第１１条（本件サービスの停止等） 

  KADOKAWA Game Linkageは、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、本件サ

ービスを停止し、又は会員資格を取り消すことがあります。 

 ① 本件サービスの申込みに際して虚偽の事項を申し出たことが判明したとき 

 ② KADOKAWA Game Linkage、他の会員、その他の第三者に損害を与え、又は与える恐れ

のある行為をしたとき 

 ③ サービス料の支払いを怠ったとき 

 ④ 本規約に違反したとき 

 ⑤ その他、KADOKAWA Game Linkageが会員としてふさわしくないと判断したとき 

２ KADOKAWA Game Linkageは、前項により本件サービスの停止又は会員資格の取消しをす

るときは、KADOKAWA Game Linkage所定の方法により会員に事前に通知します。但し、違

反の程度が特に甚だしく、本件サービスの健全な維持・運営の為に前項の処分をするこ

とが緊急を要する場合にはこの限りではありません。 

３ KADOKAWA Game Linkage により本件サービスが停止され、又は会員資格が取り消された

場合、会員は、KADOKAWA Game Linkageに対して負担する債務につき期限の利益を喪失す

るものとし、直ちに当該債務全額を支払うものとします。 

 

第１２条（本件サービスの中止・中断） 

  KADOKAWA Game Linkageは、以下の場合には、本件サービスの提供を中止・中断出来る

ものとします。 

 ① KADOKAWA Game Linkageのサービス用設備及び／又はシステム等の保守・点検をする

為に必要であるとき 

 ② 天災、戦争、停電、通信事業者の設備障害等 KADOKAWA Game Linkage の責に帰すこ

との出来ない事由により本件サービスの提供が出来ないとき 

 ③ その他 KADOKAWA Game Linkageが必要であると判断したとき 

２ KADOKAWA Game Linkageは、前項の規定により本件サービスの提供を中止・中断する場

合には、中止・中断日の１カ月前までに KADOKAWA Game Linkage 所定の方法により、そ

の旨を会員に通知するものとします。但し、緊急止むを得ない場合は、この限りではあ

りません。 

 

第１３条（本件サービスの廃止） 

  KADOKAWA Game Linkageは、営業上の理由若しくはその他の理由により、本件サービス

を廃止することが出来るものとします。この場合、KADOKAWA Game Linkageは会員に対し、



廃止日の１カ月前までに KADOKAWA Game Linkage 所定の方法により、その旨通知するも

のとします。 

２ 本件サービスの廃止に際し、KADOKAWA Game Linkageが本件サービスの廃止日以降のサ

ービス料につき、会員から前払いを受けている場合には、KADOKAWA Game Linkageは当該

会員に対し、当該廃止日以降のサービス料を全額返金するものとします。この場合の返

金に要する費用は、KADOKAWA Game Linkageの負担とします。 

 

第１４条（期 間） 

  本件サービスの期間は、本規約第３条第１項により入会希望者が本件サービスの会員

となった日から１年間とし、会員が KADOKAWA Game Linkage 所定の方法により退会手続

きをしない限り、自動的に１年間更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

第１５条（規約の変更） 

  本規約は、KADOKAWA Game Linkageにより、会員の承諾を得ることなく変更されること

があります。この場合、KADOKAWA Game Linkage は会員に対し、KADOKAWA Game Linkage

所定の方法により当該変更について通知するものとし、変更後の本件サービスの利用条

件は、変更後の規約によるものとします。 

２ 変更後の規約は、変更の時点から効力を生じるものとします。 

３ 変更後の規約に同意することの出来ない会員は、KADOKAWA Game Linkage所定の方法に

より退会することが出来ます。 

４ 前項の退会に際し、KADOKAWA Game Linkageが当該退会受理日以降のサービス料につき、

会員から前払いを受けている場合には、KADOKAWA Game Linkageは当該会員に対し、当該

退会受理日以降のサービス料を全額返金するものとします。この場合の返金に要する費

用は、会員の負担とします。 

 

第１６条（退 会） 

  会員が本件サービスを退会しようとする場合には、退会を希望する日の１カ月前まで

に、KADOKAWA Game Linkage所定の退会申込書を KADOKAWA に提出するものとします。但

し、会員は、本件サービスに入会後３カ月間は本件サービスから退会することは出来な

いものとします。 

２ 前項の場合、会員は、KADOKAWAが退会届を受理した日をもって退会したものとします。 

 

第１７条（KADOKAWA Game Linkageの免責） 

  KADOKAWA Game Linkageは、理由の如何を問わず、本件サービスの提供が遅滞し、又は

中止・中断したこと等により会員に生じた損害については、一切賠償の責を負わないも

のとします。 



２ KADOKAWA Game Linkage は、「本件情報」の正確性、特定の目的への適合性等について

は一切保証しないものとし、会員は当該情報を自己の責任と負担にて使用するものとし

ます。 

３ 本規約に違反したことによる KADOKAWA Game Linkageの会員に対する責任は、KADOKAWA

が当該会員から受領した１年分のサービス料の金額を上限とします。 

 

第１８条（合意管轄） 

  本件サービスの利用に関して、KADOKAWA Game Linkageと会員間に生じる一切の紛争に

ついては、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 



申   込   書 

 

    年  月  日 

株式会社 KADOKAWA 御中 

 

                 住 所 

 

                 社 名 

 

                 担当者                印 

 

  当社は、「エフイズムネット（Famitsu Intelligence Strategic Marketing Net）会員

規約」を承認の上、同規約に基づき、下記条件にて、株式会社 KADOKAWA Game Linkage

の情報提供サービスの利用を申込みます。 

 

                   記 

１．サービス期間 

        年    月    日から        年    月    日までの 1年間 

２．ＩＤの数 

   個 

３．アクセス元のサーバーアドレス（ホスト名） 

                        
４．サービス料 
1 ヵ月あたり 金   万円（消費税別途） 
５．支払方法 

以下のいずれかの方法による。 
□ 年間一括払い 

当社は、KADOKAWA に対し、本件サービスの入会時においては、本件規約第 3
条第 1項の入会承認後、本件サービス開始日の属する月の翌月末日までに、又
は本件サービスの更新時においては、更新後の本件サービス開始日の属する月
の翌月末日までに、前項に定める月額サービス料金の 12 ヵ月分を日本円にて、
かつ現金一括払いによる方法で KADOKAWAの指定する口座に支払います。 
 
□ 月額払い 
 当社は、KADOKAWA に対し、毎月当月末日までに、翌月分の前項に定める月
額サービス料を日本円にて、現金一括払いによる方法で KADOKAWA の指定する
口座に支払います。 

以上 


